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平成 30 年度 厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦（厚⽣労働科学特別研究事業）研究 
「消防救急⾞の代替搬送⼿段における病院救急⾞の活⽤に資する研究」 

研究代表者 伊藤 重彦 北九州市⽴⼋幡病院 救命救急センター 
 

分担研究報告書 
消防機関以外に属する救急救命⼠の患者等搬送業務におけるメディカルコント
ロール（MC）体制及び救急救命処置範囲に関する研究 
 
(研究分担者) 伊藤 重彦 北九州市⽴⼋幡病院 院⻑ 救命救急センター統括 

北⼩屋 裕 京都橘⼤学 救急救命学科	助教 
（研究協⼒者） 森川 博司 ⼀般財団法⼈ 救急振興財団 救急救命九州研修所 所⻑ 
        桶舎 典哲 ⾸都⼤学東京 法学部 教授 

佐藤 英博 ⼾畑共⽴病院 副院⻑ 救急総合診療部⻑   
酒井 賢⼀郎 JCHO 九州病院 総合診療部⻑  
⽵中ゆかり ⼀般財団法⼈ 救急振興財団 救急救命九州研修所 教授 
⽥邉 晴⼭ ⼀般財団法⼈ 救急振興財団 救急救命東京研修所 教授 
 

要旨 
（⽬的）消防機関以外に属する救急救命⼠の患者搬送業務における、メディカルコン

トロール（MC）体制及び現場及び搭乗中の⾞内で実施する救急救命処置範囲に関する
研究を⾏った。（⽅法）病院に属する救急救命⼠（以下、病院救命⼠）が搭乗する病院
救急⾞、⺠間事業所に属する救急救命⼠（以下、⺠間救命⼠）が搭乗する⺠間救急⾞に
よる患者搬送業務の安全性を確保するため、オンライン MC 下の救急救命処置の実施
及び処置⾏為等技術⼒を維持するための再研修制度について、関係者間で協議した。 
（結果）北九州地域 MC 協議会の協⼒のもと、病院救命⼠、⺠間救命⼠の患者搬送業

務における活動要綱、研修要綱を策定した。また、地域 MC 協議会が認定する救急救
命⼠（以下、MC 認定救命⼠）制度を導⼊し、再研修制度、患者等搬送⾞両の条件等を
策定した。（結語）消防救急⾞の代替搬送⼿段として、患者等搬送⾞に搭乗する消防機
関以外の救急救命⼠に対する MC 体制を確⽴した。 
 
 
Ａ．背景と⽬的 
 超⾼齢社会において、消防機関による
救急搬送件数は毎年増加している。救急
需要に応じた消防救急⾞の増強が様々な
理由で困難な状況下では、低緊急⼜は⾮
緊急患者の搬送においては、消防救急⾞
に代わる搬送⼿段の確保が必要である。
⼀⽅、低緊急患者においても、⼀定程度
の医学的管理が必要となる場合がある以

上、現場及び患者搬送中の⾞内活動にお
ける患者観察やバイタル測定、急変時の
迅速な対応が実施できるように、医療従
事者が搭乗する搬送形態が望ましい。  
 このような観点から、緊急度は低いが
医学的管理が必要な患者を対象として、
消防救急⾞以外の代替搬送⼿段として、
消防機関以外の救急救命⼠が搭乗する患
者等搬送⾞の運⽤について検討した。 
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3．対象�⽅法 
 厚⽣労働⼤Ɩが認定する消防機関以外
の救急救命⼠として、病院救命⼠及び⺠
間救命⼠を対象とした。患者等搬送⾞両
として、病院が保ɖする病院救急⾞、⺠
間事業所が保ɖする⺠間救急⾞を対象と
した。消防救急⾞の代替搬送⼿段とし
て、病院救命⼠が搭乗する病院救急⾞、
⺠間救命⼠が搭乗する⺠間救急⾞の運⽤
にĳして、分担研究「ǳ院搬送における
病院救急⾞のƫó的活⽤に係るºǓǣű
と¼Ā策に関する研究」の協議結果にÕ
Rき、ǾÀ救命⼠の患者搬送業務におけ
る安全性を確保するための活動要綱、研
修要綱を策定した。 
 たNし、病院救命⼠、⺠間救命⼠が現
場及び患者搬送中の⾞内において実施す
る救急救命処置範囲や MC 体制はいまN
確⽴Gjていないことから、救急救命処
置範囲や実施Ú範�要綱については、所
管する厚⽣労働Ɓと協議した。また、Ɇ
研究で病院救命⼠が搭乗する病院救急⾞
のōĉ運⽤にĳして、オンライン MC 体
制下の患者搬送、救急救命処置実施事�
の事Ē検Ƃ、ōĉ運⽤にĺ加する病院救
命⼠の再研修体制のƤȦについては、北
九州地域救急業務メディカルコントロー
ル協議会（以下、北九州地域 MC 協議
会）と協議した。 
 
4．結果 
,．北九州地域 MC 協議会ư置要綱変Ĝ 
北九州地域 MC 協議会では、消防救命⼠ 
をÑa救急Ǐ¦の救急業務及び患者搬送 
に係るºǓを協議�検討するため、北九州 
地域 MC 協議会ư置要ɬを定め、ȶ数の 
検討�¦会をư置している。Ī½、病院救 
命⼠、⺠間救命⼠のす^ての業務について 
協議を⾏うƒたな�¦会「患者搬送に係る 
救急救命⼠に関する検討�¦会」をư置し 
た。Ţな協議内ɛを表,にçDる。 
 

 表,．消防機関以外に属する救急救命⼠ 
 の患者搬送活動に係る協議事ģ 
 
 
 
 
 
 
-．患者搬送に係る救急救命⼠の活動要
綱の策定（別ŋ,） 
 救急救命処置が実施·ȕな医療資機ĵ
をƫĲした病院救急⾞⼜は⺠間事業所所
ɖの患者等搬送⾞による患者搬送業務に
おいて、現場及び搭乗搬送中に消防救命
⼠以外の救急救命⼠が実施できる救急救
命処置範囲に係る活動要綱を策定した。
Ɇ要綱において、地域 MC 協議会が認定
する消防救命⼠以外の救急救命⼠（以
下、MC 協議会認定救命⼠）の資Á条件
をƤȦし、� 年おきの資ÁĜƒ制度を導
⼊した。病院救命⼠、⺠間救命⼠が消防
救命⼠とȆ等の救急救命処置を⾏うため
にƤȦす^き条件を表-にŔす。 
 
 表-．患者搬送業務における病院救命⼠、 
 ⺠間救命⼠の救急救命処置実施の条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,）病院救命⼠、⺠間救命⼠の実施·ȕ
な救急救命処置範囲（Ɯ,） 
 救急救命⼠が現場及び患者搬送中の⾞
内で実施できる救急救命処置には、（,）
医ņの÷体的ŇŔ下の実施がÚ定Gjて
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いる特定⾏為、（-）医ņのȾ括的ŇŔ下
に実施できるƧƕ科、⼩Ő科、ļȲ⼈科
ɬ域の処置、（.）消防救命⼠以外の救急
Ǐ¦が実施できる応急処置がある。 
 C�� ⼜は緊急度の⾼いŻ病者の搬送を
⾏う消防救命⼠と�なり、病院救命⼠や
⺠間救命⼠の搬送対象は、低緊急⼜は病
状が安定した患者で、搬送ƲもəめĀま
っている。Lのため、消防救命⼠の実施
·ȕな救急救命処置範囲から、特定⾏為
及びƧƕ科、ļȲ⼈科、⼩Ő科ɬ域の処
置をź外した。また、Ī½の研究は全ħ
でŶめて、消防機関以外に属する救急救
命⼠が実施できる救急救命処置範囲を地
域 MC 協議会で定め、オンライン MC に
よる患者搬送業務を実ĳにōĉ運⽤する
ことから、実施できる処置範囲をGらに
č定した。ōĉ運⽤事�のす^てに事Ē
検Ƃを⾏い安全性が確認Gjj[、特定
⾏為以外をźいた救急救命処置範囲をě
Dるə定である。 
-）病院救命⼠、⺠間救命⼠が搭乗する
患者等搬送⾞両のưȦ要件の策定 

MC 協議会認定救命⼠が搭乗し搬送活
動する患者等搬送⾞の条件を認定様Ř,
のように定めた。 

とBに、⺠間救急⾞においては、 MC
協議会がŔす救急救命処置が⾏=る医療
資機ĵをƫĲしていること、MC 医ņの
ŇŔ�Ň導�助ČがȊらjる（オンライ
ン MC）ǪƎ機ÔをƫĲしていることを
条件とした。なお、病院救急⾞もȆ程度
の医療資機ĵとǪƎ機ÔをƫĲしている
こととした。 
.）搬送Ûɴ�救急救命処置ɴ 
 ōĉ運⽤を⾏う地域で統⼀した病院救
命⼠、⺠間救命⼠の患者搬送業務におけ
る搬送Ûɴ、救急救命処置ɴ（認定様Ř
-）をķ成した。 
救急救命処置ɴ及び搬送Ûɴに必要なģ
⽬を表.にŔす。 
 
 

表.．搬送Ûɴ�救急救命処置ɴのģ⽬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
.．患者搬送に係る救急救命⼠の研修実
施要綱（別ŋ-） 
 Ɇ研究において、病院救命⼠や⺠間救
命⼠が実施できる救急救命処置範囲は、
消防機関に属する救急救命⼠（以下、消
防救命⼠）をźB⼀般消防Ƌ¦の応急処
置範囲とȆ程度である。おもな搬送業務
が低緊急⼜は⾮緊急患者のǳ院搬送であ
るため、年間にɣ修す^き再研修時間
は、特定⾏為を⾏う消防救命⼠にħが定
めた ��8 時間のɕȟ分の �0 時間以上と
した。また、技術⼒、観察⼒の確認とȭ
µをŮ分⾏うため、認定資ÁのƒÚƔƩ
⼜はĜƒ時に MC 協議会がŢįする研修
会でのĮ学と実技Ň導（�� 時間）をŧけ
ることを必修とし、研修Ŭɧ時のȪÛō
ĉを⾏うこととした。なお、分担研究
「北九州地域における病院救命⼠が搭乗
する病院救急⾞による患者搬送業務のō
ĉ運⽤」で報告Gjているように、Ɇ研
究では北九州市内.病院の病院救命⼠ �

ɍと⺠間救命⼠,ɍが別ŋ資ɩ-にÕR
いて、研修を修ɧし、MC 協議会認定救
命⼠として、病院救急⾞のōĉ運⽤にĺ
加した。また、患者搬送に係る救急救命
⼠の活動要綱及び患者搬送に係る救急救
命⼠の研修実施要綱については、平成 30
年度ǒ � ½北九州地域 MC 協議会におい
てŽ認Gjた。 
 
5．ğ察 
 Ɇɟ、消防救命⼠も病院救命⼠、⺠間
救命⼠も、地域 MC 協議会によるオンラ
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イン及びオ�ライン MC 体制がƤȦGj
た状況下においては、救急救命⼠資Á者
として、実施·ȕな救急救命処置範囲は
ȆじはKある。しかしながら、現状にお
いては、病院救命⼠、⺠間救命⼠の患者
搬送業務に対する MC 医ņによるŇ導�
助Č体制が確⽴Gjていないこと、処置
内ɛのśを維持するための病院実ŭ等再
研修体制がないことがºǓであった。 
また、病院救命⼠の⾏う救急救命処置範
囲を病院ȌŖのルールで定めている、い
わゆる病院 MC 体制は、救急救命⼠法の
観点からもɒǓŌGjてきた。消防救命
⼠以外の救急救命⼠が搭乗する患者搬送
業務について、地域 MC 協議会がŢ体と
なるƒたな MC 体制が必要な時×にɟて
いるとğ=らjる。 
 
6．結語 
 消防救急⾞の代替=搬送⼿段として、
地域 MC 協議会が認定する消防救命⼠以
外の救急救命⼠が搭乗する患者搬送wx
|�を、全ħではじめてĝǟした。ƒた

な搬送⼿段は、ǳ院搬送等において、病
院救急⾞や⺠間救急⾞をƫó的に活⽤し
た、「緊急ƽ⾏しないÌやかな患者搬送
wx|�」である。 
Ɇ研究成果として、ĪĒは、低緊急患者
を対象に、病院救命⼠や⺠間救命⼠が搭
乗する患者等搬送⾞の活⽤が全ħȳ及し
ていBことに×ǌする。 
 
7．ɢ«ƺȠ 
ɢ«ƺȠに関する事ģなし。 
 
8．研究ȝ表 
ȝ表なし 
（Šŗ） 
消防機関以外の救急救命⼠が実施·ȕな
救急救命処置範囲の研究にF協⼒ǩい
た、北九州地域 MC 協議会�¦の⽅々、
及び学řýĉ者の⽅々にƐよりÈŠƔし
上Dます。 
 
9．ǜ的財ļのűÓ�Ƿɴ状況 
 特になし 
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Ɯ,．消防機関以外の救急救命⼠が実施·ȕな救急救命処置範囲 
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患者搬送に係る救急救命⼠の活動要綱 
,．はじめに 
 超⾼齢社会において、消防機関による救急搬送件数は毎年増加している。Ǿ北九州地
域においてもȆ様である。救急需要に応じた消防機関の救急⾞（以下、「消防救急⾞」
という。）の増強が様々な理由で困難な状況下では、緊急度が低い患者搬送について
は、 患者等搬送⾞⼜は病院が管理する救急⾞（以下、「病院救急⾞」という。）の活
⽤ǁ進が望まjる。⼀⽅で、緊急度が低いが、⼀定程度の医学的管理が必要な患者に対
しては、医学的管理のśが担保Gjた上での搬送が必要である。  
 このようなことにÎ`、緊急度が低いが医学的管理が必要な患者を対象に、消防救急
⾞以外の代替⽅法による患者搬送業務をǰƭに⾏うにĳして必要な事ģをœのように定
める。 
 
-．要綱の対象とする患者等搬送業務 
 œのす^てをɉたす搬送業務を対象とする。 
  ɼ 緊急度が低いが、医学的管理が必要な患者を対象とするもの 
  ɽ 救急救命⼠のɖ資Á者が搬送に搭乗するもの 
  ɾ 北九州地域内の医療機関からűȝするもの 
  ɿ 患者等搬送⾞⼜は、病院救急⾞をŀっておこなわjるもの 
 
.．MC 協議会が認定する救急救命⼠（以下、「MC 協議会認定救命⼠」という。）
の資Á要件と認定等 
（,）MC 協議会認定救命⼠の資Á要件 
 MC 協議会認定救命⼠の資Á要件を以下のように定める。 
 ɼ 救急救命⼠資Áをɖする 
 ɽ MC 協議会が実施するƒÚ⼜はĜƒ研修をŧĢしている（別ŋ � ĺſ） 
 ɾ 搭乗業務を⾏う患者等搬送⾞が所定の要件をɉたしている 
 ɿ 救急救命⼠資ÁţȊĒ、病院の救急外ɟ業務等,年以上のýĉがある、⼜は消防
機関の救急Ǐ¦として,年以上の現場活動のýĉがあることが望ましい 
（-）MC 協議会認定救命⼠のƔƩ�Ƿɴ�Ĝƒ 
 ɼ MC 協議会認定救命⼠は、北九州地域 MC 協議会ư置要綱ǒ-条ǒ/ģにÕR
き、患者搬送に係る救急救命⼠に関する検討�¦会でƏ議�認定Gjる。 
 ɽ 上Û�¦会で認定Gjた救急救命⼠は、北九州地域 MC 協議会の報告をýてǷɴ
Gjる。 
 ɾ 北九州地域 MC 協議会は、MC 協議会認定救命⼠に認定Ƃをĕȱする。 
 ɿ 認定×間は-年間で、-年を超=ない時×においてĜƒƔƩが必要である。 
 
/．MC 協議会認定救命⼠の救急救命処置の範囲 
 MC 協議会が認定する⾞両要件をɉたす患者等搬送⾞の搭乗業務（現場及び患者搬送
中の⾞内活動）において、MC 協議会認定救命⼠が、実施できる救急救命処置範囲を以
下のように定める。なお、MC 協議会認定救命⼠には、病院�診療所に属する救急救命
⼠（以下、「病院救命⼠」という。）と⺠間事業所に属する救急救命⼠（以下、「⺠間救
命⼠」という。）があるが、実施できる救急救命処置範囲はȆじとする。また、救急救
命処置は医ņのȾ括的ŇŔ下で実施できるが、活動中に医学的管理のȞǙにɐった場合

別ŋ, 
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なVは、オンラインメディカルコントロールを担Ǿする医ņ（以下、「MC 医ņ」とい
う。）にɱɠをとり、ŇŔ�Ň導�助ČをȊる。 
 
$北九州地域 MC 協議会が定める MC 協議会認定救命⼠が実施できる救急救命処置% 
 �必要な体�の維持、安ƪの維持、保° 
  �体°�ɊȘ�Ďá数��ř状態�Òƌの観察$Ǥ,% 

 ��ルxオrwメーターによるĂ中Ľƶɂɵ度の測定$Ǥ �% 
  �Ă�ÿのŀ⽤によるĂ�の測定 
  �ǥ診Ôのŀ⽤によるƐ±�Ďá±のǥţ 

 �ƐǶÿのŀ⽤によるƐȘ数の観察及びƐǶƜǳ送 
 ��șŊĂ 
 �ĨƯのď定 
 ��イ��{s及び背部Ǖǉ法による�ȷのźæ 
    �ɻń�á§Ôによる¥ȃ�ƨɓ上部の�ȷのźæ 
 �⽤⼿法によるÙȉ確保 
  �ĎÙƝきĩ`法による⼈ĚĎá 
  �ðĨ�ș 
  �ėĠ内のá§ 
  �Ľƶá⼊ÔによるĽƶǻɚ$Ǥ.% 
  �バ{t�xsによる⼈ĚĎá 
  �Ŗ動体外Řźı動Ôによるźı動 
 �特定Ĵǔ療法þǆ中のŻ病者の処置の維持  
$Ǥ,%体°の観察は、ŕŘ体°ÿ⼜はɹɸ体°ÿによる測定、ɊȘの観察はɶĨ動Ɋの

Ɋƍǜによる測定、�ř状態は JC� でȭµする。 
$Ǥ-%´らかのĎáƀ状をɖする患者搬送では、�ルxオrwメーターによるĽɂɵ度
を測定する。əめ搬送Ċ医ņからŇŔGjたĽƶȔ度でĽƶǻɚしながら搬送する患者
に対しても�ルxオrwメーターによるĽƶɂɵ度を測定する。 
$Ǥ.%ĽƶǻɚÔ÷のƼǡ（ȧĠカ��ー�、�oイx�xs）、Ľƶ�ン�のţり�い
（Ŀɫ確認、ư置�Ʈǆ�ɦɫÿƹķ）、əめ搬送Ċ医ņからŇŔGjたĽƶȔ度でĽ
ƶǻɚしながら搬送する場合をÑa。 
 
0．MC 協議会が認定する患者等搬送⾞の要件（認定様Ř,） 

MC 協議会認定救命⼠が搭乗し活動する患者等搬送⾞は、以下の条件をɖすることと
する。なお、病院救急⾞においてもȆ程度の医療資機ĵとǪƎ機Ôを⾞Ĳしていること
とする。 
 ɼ MC 協議会がŔす救急救命処置が⾏=る医療資機ĵをƫĲしていること 
 ɽ MC 医ņのŇŔ�Ň導�助ČがȊらjるオンライン MC ⽤のǪƎ機ÔをƫĲして
いること 
 
1．MC 協議会認定救命⼠活動における MC 体制の確保 
 ɼ 現場、患者搬送中の緊急事態のȝ⽣、患者の病状変³に対する医学的ȞǙにɐっ
た場合に、MC 医ņによるŇŔ�Ň導�助Čが速やかにȊらjる体制をƤȦする。 
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ɽ 救急救命処置を⾏った場合は、MC 協議会認定救命⼠⽤の活動Ûɴȫ（認定様Ř
-）に実施内ɛのƃıをÛɴする。また、活動Ûɴȫは、病院救命⼠はƷƊにおいて 5
年間、⺠間救命⼠は救急救命⼠において 5 年間保Ǉする。 
 ɾ 救急救命処置を⾏った活動Ûɴȫは、MC 医ņによる事Ē検Ƃをŧける。 
 ɿ MC 協議会認定救命⼠は、MC 協議会が実施する再研修を-年毎にŧĢするこ
と。 
ȱǂ 
この要綱は平成(年(ă(ȏから施⾏する 
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認定様Ř, 
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北九州地域 MC 協議会 患者搬送に係る救急救命⼠の研修実施要綱 
 
,．はじめに 
 北九州地域救急業務メディカルコントロール（以下、「MC」という。）協議会は、
救急救命処置が実施·ȕな医療資機ĵをƫĲした病院が管理する救急⾞（以下、「病院
救急⾞」という。）⼜は⺠間事業所所ɖの患者等搬送⾞による患者搬送業務において、
MC 協議会が認定する救急救命⼠（以下、「MC 協議会認定救命⼠」という。）が現
場及び搭乗搬送中に実施できる救急救命処置範囲を「患者搬送に係る救急救命⼠の活動
要綱」において定めた。Lこで、北九州地域 MC 協議会が実施Ƭȑ者となり、患者搬
送業務における安全性と救急救命処置のśを確保するため、MC 協議会認定救命⼠に対
する研修体制をƤȦする。 
 
-．研修⽬的 
 Ɇ研修は、MC 協議会認定救命⼠の患者等搬送⾞]の搭乗業務（現場及び患者搬送中
の⾞内活動）において、搬送中の安全確保と病状変³に応じたǰƭな救急救命処置が実
施できるように、病態観察及び救急救命処置のśĘ上を⽬的として実施する。 
 
.．研修内ɛ 
 MC 協議会認定救命⼠には、病院に属する救急救命⼠（以下、病院救命⼠」とい
う。）と⺠間事業所に属する救急救命⼠（以下、「⺠間救命⼠」という。）があるが、
ƒÚ⼜はĜƒƔƩ時に必要な研修内ɛはȆじで、研修時間は1+時間�-年間とする。
研修内ɛは（,）ĢÝ、（-）実技、（.）病院実ŭよりĝ成する（別ŋ,�別ŋ-ĺ
ſ）。なお、MC 協議会認定救命⼠ƒÚ�Ĝƒ時必修研修ŧĢ及び病院実ŭ修ɧは、
MC 協議会認定救命⼠のƒÚƔƩ、ĜƒƔƩ時の必ƛ要件である。 
 
/．MC 協議会認定救命⼠のƒÚƔƩ、ĜƒƔƩ時の研修要件及びǭű書ɮ 
（,）MC 協議会認定救命⼠のƒÚ⼜はĜƒƔƩをÖ望する者は、別ŋ,の研修要件を
す^て修ɧしていること 
（-）ƔƩ時には、MC 協議会認定救命⼠ƒÚ�Ĝƒ時必修研修修ɧƂ及び病院実ŭȭ
µ表のコ�ーをǭűすること 
（.）MC 協議会認定救命⼠の認定×間は-年であるため、認定ȏから-年を超=ない
×間で所定の研修を修ɧしたのO、ĜƒƔƩが必要である。 
（/）ľ定処置 
 MC 協議会認定救命⼠の認定�Ƿɴを¾Ńする平成.+年度においては、上Û研修内
ɛのうO、①MC協議会認定救命⼠の新規・更新時必修研修（１２時間）及び②病院実
習（３０時間以上）の修了をもって、認定要件とする。 
 
ȱǂ 
この要ģは、平成(年(ă(ȏより施⾏する。 
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北九州地域 MC 協議会認定救命⼠のƒÚƔƩ�ĜƒƔƩ時の÷体的研修内ɛ 
 

①�協議会#Nqする�協議会認定救命⼠更新研修会（必��D）�
��協議会認定救命⼠の新規§3更新��する{3、以Hの研修会|n#必修.�る。�
� 研修時間� j�（
���������）� � jk（�����������）�
�

１�«（�時間）�
W¥n]１� 救an]１�

� W¥n]２� 救an]２�
� W¥n]３� 救an]３�
�

２�«（�時間）�
実\¢J１� 救an]��

� 実\¢J２� 救an]��
� �p<=>@�<?A１� R認¡Zxi�
�    

②病院実習（必修o«）�
��協議会#v定するE±XV.実習をm!#、病院救命⼠3、�Q救命⼠#�する病院・�±��.実wする
&と#.$る。*+(、病院・�±��0" て3、�0��するEu（�協議会T�ei{§3�Eu®�
研修~了{�）#��(て る&ととする。�
�１Mの²�する病院実習時間3P1	時間���時間��と(、実習時間�0" て�[_�§3I¨時間を�%
る&と。�
� 病院実習�D（必修）� 病院実習時間の«B�
�

��時間�以上２�間�
¶¤�d©時間�の実習（	���������の間）� 	時間�

� ¶¤�d©時間Oの実習（������¯ 	���）� ��時間#«B�
� ¶��r�の��実習� ��時間#«B� �
�    

µ�F�協議会#認7る研修会5のsK�

� ��協議会認定救命⼠3、�F.Nq':る�協議会#認定する研修会0" て、��時間以上�２�間の研
修0sK(て る&と�

� �F�協議会#認定する�
S会・研修会�5のsK�

１�時間以上�２��

 
)÷体的ĢÝ内ɛは MC 協議会で定める。÷体的ĢÝ内ɛの�を別ŋ ��3 にŔす。 
またĢÝは、MC 医ņ、救急認定ÊĔņ、,½以上のĜƒをしている MC 協議会認定
救命⼠等が担Ǿする。 
 

�協議会認定救命⼠の新規��・更新��時の要件�
��協議会認定救命⼠3、２�¦の更新0" て、以Hの①�µの研修�¬をす6て修了(て る&と�
� 研修�¬� 研修時間�
� � ①� �協議会認定救命⼠新規・更新時必修研修（必修）� １２時間�
� � ②� 病院実習（必修）� ３０時間以上�
� � µ� �協議会#認定するS会・研修会�� １�時間以上�
� ①�µ研修時間のpf�２�� �０時間以上�２�間�
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÷体的ĢÝのɯ 
ʀÕɆĢÝ 
�Ȇ�とƱɏ�Ʈø 
�MC 協議会のɔÄ、救急救命処置範囲とオンライン MC 
�活動ÛɴのÛĲ、病院実ŭと事Ē検Ƃ 
�患者等搬送業務における安全管理と⾞Ĳ医療機Ôの点検管理 
�Lのǈ 
 
ʀ救急ĢÝ 
,）病態観察とバイタルvイン測定、Ǥ�点、数Ǜのć⽅なV 
�観察（Ďá状態、ųÉ状態、�ř��ル、Ȉęの観察） 
�バイタルvイン測定（ƐǶƜ、�ルxオrwメーター、体°ÿ、Ă�ÿ） 
-）緊急度と重ƀ度に関する理¼ 
�� 助、*��� なV緊急度Ȟ定と重ƀ度（Ż病程度）について 
.）ƿøȯ度の⾼い救急Ś患、急変時対応 
�ƿøȯ度の⾼い救急Ś患（ÈƴƀをźB） 
�ƿøȯ度の⾼いÈƴƀとÈƴ対策 
�搬送中の緊急事態（事đ、病状変³）]の対応と関係機関とのɱû 
�w�{sの病態とÎ別Ś患、ųÉèǖ�ĎáȰ全]の緊急対応 
�Lのǈ 
 
ʀ実技¬ŭ 
�搬送中の安全管理、体�管理とǤ�点 
� ɷ、カ|ー|ル、ラインのţり�いとǤ�点 
�Ùȉ確保（⽤⼿法によるÙȉ確保�バ{t�xsによる⼈ĚĎá）�ȷźæ 
�Ľƶǻɚ、Ľƶ�ン�、Ľƶêå機Ôの管理とƹķ法 
���� のţり�い 
�搬送中の外Ż（ǳɡ、ǳǺ、ƭƸ外ŻなV） 
�Lのǈ  
 
ʀ総合w���ーw�ン 
�現場、搬送中の緊急事態、病状変³に対する対応⼿Ŵ  
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